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電力売買約款 
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第3条 用語の定義 

次の言葉は、本契約においてそれぞれ次の意味で使用します。 
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関西電力株式会社 
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(27) 使用電力量 

お客さまの使用した電力量であり、当該一般送配電事業者によって設置された記録型計量器

により計測された値（キロワット時）をいいます。 

(28)
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(b) 
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(I) 
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ロ 供給区域が関西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社または四国電力
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すみやかにその内容を当社および当該一般送配電事業者に通知していただきます。こ

の場合において必要となる内容変更について当該一般送配電事業者と協議していただ

きます。 

ニ 必要に応じて供給開始に先だち、受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について、
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第15条 工事費等の負担 

(1) 供給開始に伴う工事費等負担 

イ 
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(3)
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別表（東京電力パワーグリッド株式会社管内） 
 

1. 期間および時間別表 

項 目 対象日時 
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別表（中部電力パワーグリッド株式会社管内） 
 

1. 期間および時間別表 
 

項 目 対象日時 

 
夏季／その他季 

夏季 7 月 1 日～ 9 月 30 日 
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別表（関西電力送配電株式会社管内） 
 

1. 期間および時間別表 
 

項 目 対象日時 
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別表（四国電力送配電株式会社管内） 
 

1. 期間および時間別表 


